
基準値 目標値 達成

H27年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

25 25 25 25 26 26 33

- - - - -

基準 目標 達成

- H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 毎年度

- 7地区（78%） 4地区（80%） 5地区（71%） 10地区(91％) 8地区（89％） 100%

9地区（100%） 5地区（100%） 7地区（100%） 11地区(100％) 9地区（100%）

基準値 目標値 達成

23年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

458 - 2,850 2,770 - 集計中 6,994

- - - - -
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目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 相当程度進展あり

（判断根拠）

＜里地里山＞
・「地域循環共生圏」の構築に向け、森・里・川・海の保全及び再生に取り組む10の実証地域において
フォローアップを行い「多様な主体によるプラットフォームづくり」、「自立のための経済的仕組みづく
り」、「人材育成」等の活動を支援した。
・戦略的な広報活動、民間企業との連携、自然体験プログラム等の開催等により、国民一人ひとり
が、自然の恵みを実感し、自然の恵みを支える気運を醸成した。

＜世界自然遺産＞
・既存の世界自然遺産地域については、モニタリング等を実施し、その結果を科学委員会を通じて対
策に反映させる順応的な保全管理の一層の充実を図りつつ、関係省庁・地方公共団体・地元関係者・
専門家の連携により、適正な保全管理を実施した。
・特に小笠原諸島については、外来種により遺産価値である陸産貝類等の影響が深刻化していること
を受け、科学委員会の助言の下、関係機関と連携し、集中的な対策を継続した。
・世界自然遺産新規登録を目指す奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島については、平成30年
５月の諮問機関である国際自然保護連合からの延期勧告を踏まえ、一旦推薦を取り下げ、必要な作
業を進めた上で、平成31年２月に推薦書を再提出し、令和元年10月の国際自然保護連合による現地
調査等に対応した。

＜自然再生＞
・自然再生推進法に基づく自然再生協議会の設立や自然再生を進めるための技術的課題の解決等
の支援を行うことにより、令和元年度末現在、全国で自然再生協議会が計26箇所設立され、同法に
基づく自然再生事業実施計画が46件策定された。

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

生物多様性国家戦略2012-2020　（平成24年9月28日　閣議決定）、自然再生基本方針（令和元年12月20日　閣議決定）

当該年度を終期とする国立・
国定公園の点検等見直し計

画の達成率

施策の進捗状況（実績）

△

年度ごとの目標値

測定指標

自然再生協議会の数

実績値

-

年度ごとの目標値

三陸復興国立公園（平成24
年度までは陸中海岸国立公
園）の利用者数（千人）

実績値

-

年度ごとの目標値

0 0 -

繰越し等（c） 31 0 0

合計（a＋b＋c） 2,529 2,714 2,751

執行額（百万円） 2,249 2,560 2,459

達成すべき目標

・原生的な自然環境、里地里山などの二次的な自然、干潟などの生態系を地域の特性に応じて保全、維持管理する。
・国内の世界自然遺産登録地について、世界遺産として認められた価値を将来にわたって保全するため順応的な保全管理を推進す
るとともに、国内候補地の新規登録を目指す。
・過去に損なわれた自然について、地域の多様な主体による自然再生の取組を支援することで、自然環境の保全・再生を推進する。
・生物多様性保全について先進的・効果的な取組を支援することで、今後の保全活動の推進に繋げる。
・自然状況や社会状況、風景評価の多様化等の変化をふまえ、国立・国定公園の区域及び公園計画について、着実に見直しを行
い、適切な保護管理を行う。

施策の予算額・執行額等

区分 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 2,498 2,714 2,751 2,745

補正予算（b） 0

令和元年度実施施策に係る政策評価書
（環境省R1－23）

施策名 5-2.自然環境の保全・再生

施策の概要
原生的な自然及び優れた自然の保全を図り、里地里山などの二次的な自然や藻場・干潟等についてその特性に応じた保全を図る
とともに、過去に失われた自然を積極的に再生する事業を推進することで、自然環境の保全・再生を図る。

別紙２別紙２



施策の分析

政策評価を行う過程において使
用した資料その他の情報

・環境省報道発表資料「自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について」
・奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島　世界遺産推薦書（日本政府）
・自然環境保全法の一部を改正する法律（平成31年法律第20号）
・平成31年度沖合域の生物多様性保全に係る調査分析業務

担当部局名
自然環境計画課
国立公園課

作成責任者名
（※記入は任意）

植田　明浩
熊倉　基之

政策評価実施時期 令和２年９月

＜国立・国定公園等＞
・国立・国定公園における自然環境の適切な保全と利用のため、各地の国立・国定公園の新規指定
及び公園計画の点検等の見直しを実施した。令和元年度については、９地区の見直しを計画し、中央
アルプス国定公園の新規指定及び知床国立公園の公園区域拡張を含む８地区の見直し等を行っ
た。
・2016年4月に公表した「生物多様性の観点から重要度の高い海域」の抽出結果を踏まえ、沖合の海
底の自然環境の保全を図るため、新たな海洋保護区制度（「沖合海底自然環境保全地域」）の措置を
講ずる自然環境保全法の一部を改正する法律案を2019年３月に閣議決定し、同年４月に成立した。

次期目標等への
反映の方向性

学識経験を有する者の知
見の活用

・自然再生専門家会議を開催し、自然再生事業実施計画の審査や今後の自然再生事業の推進に関して、有識者の知見を活用しな
がら、検討を行った。
・公園区域の見直し等に当たって、中央環境審議会自然環境部会の下に設置した自然公園等小委員会を開催し、学識者の知見を
活用した。
・世界遺産地域(/候補地）科学委員会を地域ごとに開催し、有識者の知見を活用しつつ順応的な管理を実施した。
・沖合の海底の保全のための新たな海洋保護区における調査モニタリングについて、有識者の知見を活用しつつ検討を行った。
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＜地域支援＞
・令和元年度末時点で、生物多様性保全推進支援事業の活用等によって、地域連携保全活動計画を
作成した地方公共団体は15団体であった。また、地域における生物多様性の保全再生に資する活動
等について、令和元年度末までに146件に対し経費の一部を交付した。


